
江東区小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規模多機能型居宅介護施

設整備事業補助要綱 

平成２１年５月２９日 

２１江保福第２５９６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規模多機能型居

宅介護施設の整備に対し、その経費の一部を補助することにより、介護が必

要となった高齢者及びその家族の住み慣れた地域での不安のない暮らしの継

続に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 小規模多機能型居宅介護施設 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法第８条の２第

１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を実施する施設をいう。 

(2) 看護小規模多機能型居宅介護施設 介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号）第６４条第１号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介

護を実施する施設をいう。 

(3) 事業者 小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多機能型居宅介護

施設の運営（以下単に「運営」という。）を行う次のいずれかに該当する

者をいう。 

ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉

法人 

イ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人 

ウ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条に規定する特

定非営利活動法人 

エ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８

号）に規定する一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益

財団法人を含む。） 

オ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に規定する農業協同組



合及び農業協同組合連合会 

カ 消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）に規定する消費生

活協同組合及び消費生活協同組合連合会 

キ 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社 

ク 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第４号に

規定する企業組合 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、法人格を有するもの 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次に掲げる者とする。 

(1) 事業者 

(2) 小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多機能型居宅介護施設の建

物を整備する土地所有者（土地借受者を含む。以下同じ。） 

(3) 小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多機能型居宅介護施設の建

物を整備する建物所有者 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、別表第１に掲げる整備のうち、次の各号のいずれか

に該当する小規模多機能型居宅介護施設整備事業又は看護小規模多機能型居

宅介護施設整備事業（以下「補助事業」という。）とする。 

(1) 事業者創設型 事業者が建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修

して行う整備 

 (2) 事業者改修型 事業者が既存建物を改修して行う整備 

(3) オーナー創設型 土地所有者が事業者に賃貸する目的で建物を新築し、

又は既存建物を買い取り、改修して行う整備 

(4) オーナー改修型 建物所有者が事業者に賃貸する目的で既存建物を改修

して行う整備 

（運営の要件） 

第５条 事業者は、運営に当たっては、次に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

(1) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、介護保険法及び江東区指定

地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例



（平成２５年３月江東区条例第２６号）に適合すること。 

(2) 要介護高齢者の処遇経験のある社会福祉法人、医療法人等の連携及び支

援が得られること。 

(3) 運営開始から継続して運営を行うため、原則として建物の所有権又は賃

借権を有すること。 

(4) 要介護高齢者の処遇並びに小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規模

多機能型居宅介護施設の運営について、理解及び熱意を持っていること。 

(5) 介護保険法に定める指定地域密着型サービス事業者に指定されている者

又は指定される見込みがある者であること。 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、別表第２及び別表第３のとおりとする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とし、予算の範囲内で交付する。 

(1) 基本単価 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 

ア 別表第２に定める基本単価基準額（別表第４に定める施設を合築する

場合は、当該基本単価基準額に１．０５を乗じて得た額） 

イ 別表第２に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額

を差し引いた額 

(2) 加算単価 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 

ア 別表第３に定める宿泊定員基準額 

イ 別表第３に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額及

び前号の基本単価を差し引いた額 

２ 補助金の額は１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てる。 

（協議） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、（小規模多機能型居宅介護・看

護小規模多機能型居宅介護）施設整備事業費補助協議書（別記第１号様式）

に必要な書類を添えて区長に提出し、事業計画について区長と協議しなけれ

ばならない。 

２ 区長は、前項の規定による協議があった場合は、当該協議に係る提出書類



を審査し、適当と認めるときは（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機

能型居宅介護）施設整備事業確認通知書（別記第２号様式）により、不適当

と認めるときは（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）

施設整備事業不適通知書（別記第３号様式）により、当該協議をした者に通

知する。 

（交付申請） 

第９条 前条の規定により区長が適当と認める者（以下「申請者」という。）

は、（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）施設整備事

業補助金交付申請書（別記第４号様式）に必要な書類を添えて、区長に申請

するものとする。 

（交付決定） 

第１０条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介

護）施設整備事業補助金交付決定通知書（別記第５号様式）により、不適当

と認めるときは（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）

施設整備事業補助金交付申請却下通知書（別記第６号様式）により、当該申

請者に通知する。 

（補助条件） 

第１１条 区長は、前条の交付決定に際し、第２条第２号ウからカまでに規定

する者には別記１の補助条件を、同号キ及びクに規定する者には別記２の補

助条件を、第３条第２号に規定する者には別記３の補助条件を、同条第３号

に規定する者には別記４の補助条件を付するものとする。 

（取下げ） 

第１２条 第１０条の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服

があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を

受けた日から１４日以内に、（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能

型居宅介護）施設整備事業補助金交付申請取下書（別記第７号様式）を区長

に提出するものとする。 

（事情変更による交付決定の取消し等） 



第１３条 区長は、第１０条の規定により補助金の交付決定をした場合におい

て、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助事業者に対

し、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付決定の

内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業

のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る場合は、天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、

補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認める場合に限るも

のとする。 

（変更等の申請及び承認） 

第１４条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ

（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）施設整備事業補

助金交付決定変更等承認申請書（別記第８号様式。以下「変更申請書」とい

う。）により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第１

号又は第２号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りでない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）施

設整備事業補助金交付決定変更等承認通知書（別記第９号様式）により、補

助事業者に通知する。 

３ 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。 

（状況報告） 

第１５条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の進捗状況について、

補助事業者に報告させることができる。 

（事故報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通し等を書

面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。 



（遂行命令） 

第１７条 区長は、第１５条若しくは次条の規定による報告又は地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の規定による調査等により、

補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行され

ていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行すべきことを期日

を定めて補助事業者に命ずることができる。 

２ 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業

者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。 

（実績報告） 

第１８条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内

に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補

助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があったときから１か月

以内に、（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）施設整

備事業実績報告書（別記第１０号様式）に必要な書類を添えて、区長に報告

するものとする。 

（額の確定） 

第１９条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実

績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補

助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと

認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、（小規模多機能型居宅介

護・看護小規模多機能型居宅介護）施設整備事業補助金交付額確定通知書

（別記第１１号様式）により、補助事業者に通知する。 

（是正のための措置） 

第２０条 区長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が

この交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補

助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をと

るべきことを命ずることができる。 

２ 第１８条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置

をした場合について準用する。 

（補助金の請求及び交付） 



第２１条 第１９条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、

（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）補助金交付請求

書（別記第１２号様式）に必要な書類を添えて、区長に補助金を請求するも

のとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者

に対し、速やかに補助金を支払う。 

（交付決定の取消し） 

第２２条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令

に違反したとき。 

(4) 地域密着型サービス事業所としての区の指定が受けられない、指定を受

けた後において指定を取り消される等により事業の運営ができなくなった

とき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）施設整

備事業補助金交付決定取消通知書（別記第１３号様式）により、補助事業者

に通知する。 

３ 前２項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第２３条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助

金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

の定めるところによる。 

（他の補助金等の一時停止等） 



第２４条 区長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じたにもかかわらず、

当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合におい

て、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相

当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを

相殺することができる。 

（財産処分の制限） 

第２５条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産

及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の

機械器具等について、この要綱に基づく補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、区長の承認

を得なければならない。ただし、補助事業等により取得し、又は効用の増加

した財産の処分制限期間（平成２０年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）

に定める期間を経過したものについては、この限りでない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、その効率的な運用を図らなければならない。 

３ 区長は、補助事業者が区長の承認を得て第１項の規定による財産を処分し、

当該処分により収入があった場合には、この収入の全部又は一部を納付させ

ることができる。 

（補助金調書の作成等） 

第２６条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金と補助事業に係る予算及び

決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを当該補助事業完了の日

（補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日。

以下同じ。）の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類

を当該補助事業完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならな

い。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告） 

第２７条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によ



り当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の

金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地

方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の

割合を乗じて得た金額をいう。）が確定した場合は、速やかに消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記第１４号様式）に確定申告書の写

し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて区長に報告する

ものとする。ただし、第７条に規定する補助金の額が別表第２及び別表第３

に定める補助対象経費の実支出額の合計額を下回っている場合を除く。 

２ 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部

又は一部を返還させることができる。 

（防火設備の設置） 

第２８条 補助事業者は、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機

関へ通報する火災報知設備を小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多

機能型居宅介護施設に設置しなければならない。 

（第三者委託の禁止） 

第２９条 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として

締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三

者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（民間補助金との重複禁止） 

第３０条 この要綱に基づく補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き

郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。 

（事業実施のための契約手続） 

第３１条 補助事業者は、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合は、

区の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札に

よるものとする。 

（根抵当権設定の禁止） 

第３２条 補助事業者は、補助を受けようとする小規模多機能型居宅介護施設

及び看護小規模多機能型居宅介護施設の土地及び建物について、根抵当権を



設定してはならない。 

（契約の相手方等からの資金提供の禁止） 

第３３条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びそ

の関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金

会に対してなされた指定寄附金を除く。 

（委任） 

第３４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年９月２９日から施行し、平成２１年６月１日から適

用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、決定の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、決定の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

別記１（第１１条関係） 

特定非営利活動法人等に対する補助条件 

１ 運営組織の適切性に係る条件 

それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成

の運営組織による事業運営を行うこと。 

２ 経理の適切性に係る条件 

それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準（公益社団法人及



び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第４条の

規定により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人（以下「公益法人」

という。）の場合の「公益法人会計基準」等）に基づき適正に会計処理を行

うこと、又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び

帳簿書類の保存を行うこと。 

３ 事業の公益性等に係る条件 

(1) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「ＮＰＯ法」とい

う。）第２条に規定する特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」とい

う。）については、ＮＰＯ法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事

業費のうちに占める割合が８０パーセント以上であること。 

公益法人については、主務官庁に認可された定款若しくは寄附行為に定

められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうち

に占める割合が５０パーセント以上であること。 

農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）により設立された農業協

同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法（昭和２３年法

律第２００号）により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合

連合会（以下これらを「組合」という。）については、小規模多機能型居

宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の運営に関する部分について区 

経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。 

(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別

の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。 

(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。 

４ その他の条件 

(1) 江東区が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力す

ること。 

(2) サービス費の支給に関し、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７

８条の７及び第１１５条の１７の規定に基づき、報告若しくは書類提出又

は必要に応じた事業所への立入り若しくは検査を江東区が求める場合に協

力すること。 

(3) 施設の運営等に関し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び



運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第８４条及び指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）第６０条に定める調査への

協力等に係る義務を遵守すること。 

(4) 補助の申請を行う法人の定款、寄附行為、役員履歴、収支予算書等の法

人運営関係書類を江東区が求める場合に提出すること。 

(5) 原則として１年を超える事業実績を記した書面（事業報告書、収支決算

書等）を江東区が求める場合に提出すること。 

(6) 保険給付に関し、介護保険法第２３条に基づき必要と認める文書を江東

区が求める場合に提出すること。 

(7) 補助を受けた法人の予算及び事業運営に関して江東区からの指導及び助

言に協力すること。 

別記２（第１１条関係） 

民間企業に対する補助条件 

１ 運営組織の適切性に係る条件 

それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組

織による事業運営を行うこと。 

２ 経理の適切性に係る条件 

(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理を

行うこと。 

(2) 小規模多機能型居宅介護事業又は看護小規模多機能型居宅介護事業に係

る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。 

３ 事業の公益性等に係る条件 

宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。 

４ その他の条件 

(1) 江東区が行う認知症介護相談、家族介護教室等の事業に積極的に協力す

ること。 

(2) サービス費の支給に関し、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７

８条の７及び第１１５条の１７の規定に基づき、報告若しくは書類提出又



は必要に応じた事業所へ立入り若しくは検査を江東区が求める場合に協力

すること。 

(3) 施設の運営等に関し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準第８４条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準第６０条に定める調査への協

力等に係る義務を遵守すること。 

(4) 補助の申請を行う法人の定款、寄附行為、役員履歴、収支予算書等の法

人運営関係書類を江東区が求める場合に提出すること。 

(5) 原則として１年を超える事業実績を記した書面（事業報告書、収支決算

書等）を江東区が求める場合に提出すること。 

(6) 保険給付に関し、介護保険法第２３条に基づき必要と認める文書を江東

区が求める場合に提出すること。 

(7) 補助を受けた法人の予算及び事業運営に関して江東区からの指導及び助

言に協力すること。 

別記３（第１１条関係） 

土地所有者に対する補助条件 

１ 事業者との事前協議 

施設整備後に建物を賃貸借する事業者が確定しており、事業者と土地所有

者又は建物所有者が十分協議の上、建物の設計内容及び事業開始後の諸条件

（賃料等）について合意していること。 

２ 事業者に係る条件 

(1) 事業者が、第２条第２号ウからカまでに該当する場合には、別記１の補

助条件を満たすこと。 

(2) 事業者が、第２条第２号キ又はクに該当する場合には、別記２の補助条

件を満たすこと。 

別記４（第１１条関係） 

建物所有者に対する補助条件 

１ 小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多機能型居宅介護施設運営事

業者（以下「事業者」という。）との事前協議 



施設整備後に建物を賃貸借する事業者が確定しており、事業者と建物所有

者が十分協議の上、建物の改修内容及び事業開始後の諸条件（賃料等）につ

いて合意していること。 

２ 事業者に係る条件 

(1) 事業者が、第２条第２号ウからカまでに該当する場合には、別記１の補

助条件を満たすこと。 

(2) 事業者が、第２条第２号キ又はクに該当する場合には、別記２の補助条

件を満たすこと。 

別表第１（第４条関係） 

整備区分 整備内容 

創設（開設） 新たに施設等を整備すること（空き家等の既存建物又は

地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地

等）を改修（本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、

屋内改修（壁撤去等）で工事を伴うもの）して、施設等

を整備する事業を含む。）。 

増築（床） 既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をする

こと。 

改築（再開設） 既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備するこ

と（一部改築を含む。）。 

※１ 取り壊し費用も対象とすることができる。 

※２ 既存の施設等を移転して改築する事業を含む。こ

の場合、既存の施設等を取り壊すかどうかは問わな

い。 

※３ 改築に当たり定員を見直す場合には、改築後の定

員等について、地域のニーズ等を踏まえたものとな

るよう指定権者とあらかじめ協議すること。 

増改築 既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備するこ

とに併せて現在定員の増員を図るための整備をすること

（一部増改築を含む。）。 

 



 ※１及び※２について同上。 

別表第２（第６条、第７条、第２７条関係） 

基本単価基準額 補助対象経費 

３９，６００，０００円小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規

模多機能型居宅介護施設の整備に必要な工

事費又は工事請負費（東京都地域医療介護

総合確保基金事業（介護分）実施要綱（平

成２７年１０月２７日付２７福保高計第３

３６号）の６に定める費用は除く。）及び

工事事務費（工事施工のため直接必要な事

務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料

等をいい、その額は、工事費又は工事請負

費の２．６％に相当する額を限度とす

る。）ただし、別の負担（補助）金等にお

いて別途補助対象とする費用を除き、工事

費又は工事請負費にはこれと同等と認めら

れる委託費、分担金、適当と認められる購

入費等を含む。） 

別表第３（第６条、第７条、第２７条関係） 

区分 宿泊定員基準額 補助対象経費 

創 設 ・

増築 

１人 １，４８０，０００円 

２人 ９，２３０，０００円 

３人 １６，９７０，０００円 

４人 ２４，７２０，０００円 

５人 ３２，４７０，０００円 

６人 ４０，２１０，０００円 

７人 ４７，９６０，０００円 

８人 ５５，７１０，０００円 

次に掲げる施設の整備に必要な工

事費、工事請負費及び工事事務費

（工事施工のため直接必要な事務

に要する費用であって、旅費、消

耗品費、通信運搬費、印刷製本費

及び設計監督料等をいい、その額

は工事費又は工事請負費（対象経

費）の２．６％に相当する額を限



９人 ６３，４６０，０００円 度とする。）。ただし、工事費及

び工事請負費には、これと同等と

認められる委託費、分担金、適当

と認められる購入費等を含む。ま

た、既存建物の買取りの場合はそ

の買取り経費。 

(1) 建物の新築 

(2) 既存建物の買取り及び改修 

(3) 所有する建物の改修 

改 築 ・

増改築 

１人  １，７８０，０００円 

２人 １１，０８０，０００円 

３人 ２０，３６０，０００円 

４人 ２９，６６０，０００円 

５人 ３８，９６０，０００円 

６人 ４８，２６０，０００円 

７人 ５７，５６０，０００円 

８人 ６６，８５０，０００円 

９人 ７６，１５０，０００円 

既存施設の改築若しくは増改築に

係る施設整備に必要な工事費又は

工事請負費並びに工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要

する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費、設

計監督料等をいい、その額は工事

費又は工事請負費（対象経費）の

２．６％に相当する額を限度とす

る。）。ただし、工事費及び工事

請負費には、これと同等と認めら

れる委託費、分担金、適当と認め

られる購入費等を含む。 

備考 

１ 本事業は、原則として単年度事業とする。２か年以上の継続事業の場

合は、上記基準額は事業計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じ

て、年度ごとに支払うものとし、事業初年度の出来高が第１０条の規定

により交付決定した出来高に達しなかった場合は、当該出来高に達した

時点でその差額を支払うことができるものとする。ただし、１，０００

円未満の端数は切り捨てるものとする。 

２か年以上の継続事業の場合は、着工年度の本要綱に定める算定方法



を適用する。 

２ オーナー創設型及びオーナー改修型については、土地所有者及び建物

所有者に直接補助する場合のほか、事業者を経由して土地所有者及び建

物所有者に補助する場合も可とするが、その場合の補助金の額は、第７

条で算出した額と事業者が建物所有者に対して支出した額とを比較して

いずれか低い額とする。 

３ 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としない。 

(1) 土地の買収又は整地に要する費用 

(2) 門、囲障及び構内の雨水排水設備並びに構内通路等の外構整備に要

する費用 

(3) 設備整備に要する費用 

(4) 職員の宿舎に要する費用 

(5) その他施設整備費として適当と認められない費用 

４ 既存建物の買取り及び改修については、既存建物の耐用年数から見た

残存価値等を考慮し、建物を新築することより効率的であると認められ

る場合に限る。 

別表第４（第７条関係） 

対象施設 

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 

小規模介護老人保健施設 

小規模介護医療院 

小規模養護老人ホーム 

小規模ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限

る。） 

認知症高齢者グループホーム 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

認知症対応型デイサービスセンター 

介護予防拠点 

地域包括支援センター 



生活支援ハウス 

緊急ショートステイ 

施設内保育施設 

都市型軽費老人ホーム 


